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総合・分担研究報告書 
 

自治体の父親育児支援の現状と父親の育児に関わるニーズに関する研究 
 

研究分担者  髙木 悦子（帝京科学大学医療科学部看護学科・准教授） 
小﨑 恭弘（大阪教育大学健康安全教育系教育学部教員養成課程家政教育部門・教授） 
 

研究要旨 
背景：父親への育児支援は、地域で独自に実施されている事業や NPO 法人による実施があるもの

の、その詳細については不明である。課題２の調査班では母子保健担当部署での実施状況を明らか

にし、実施されている事業の好事例を提示することを目的とした。さらにこの調査から、父親のニ

ーズが不明であることが自治体母子保健内での実施を妨げていることが明らかとなったため、父親

に対するニーズ調査を実施した。これら二つの調査から得られた結果を、自治体での父親育児支援

策定のための基礎的な資料することである。  2020 年に 1,741 の全国の基礎自治体に対する郵送法

による自記式質問紙票調査と、2021 年に好事例のヒアリング調査、2022 年に全国の母子健康手帳

交付、乳児健診、1 歳 6 か月健診、3 歳児健診に自分または妻が参加した父親を対象に web アンケ

ートによる意識調査を実施した。 
結果：自治体への調査は 823(回収率 48.1%)を分析対象とした。父親への育児支援は、母親への支援

事業に父親への支援を含めて実施している自治体が多く、母子手帳交付の際に父親向けのパンフレ

ットの配布や、両親学級として父親の参加を奨励し、父親に向けた内容を取り込む、といった方法

が多かった。乳幼児健診では父親に対する支援の実施はほとんどなかった。父親を主な対象とする

事業の実施は 6.5%に留まった。支援の内容は、妊娠期の妻を持つ男性に交流の場を設ける、NPO 法

人との協力を得たプログラム、父親と子どものアクティビティイベントの開催など、多岐に渡って

いた。一方、実施をしていない自治体の約 7 割で父親を主な対象とする事業の必要性を感じていた。

実施できない理由で最も多かったのは「父親にニーズがわからない」であったため、調査への協力

を得られた 60 自治体在住の父親育児に関連するニーズ調査として、「モヤモヤ」することについて

アンケート調査を実施した。1360 人の回答を分析対象とした。育児に関する情報源はすべての時期

で母親が最も多かった。家事・育児を夫婦で分担することが当然であると考える父親の割合は、母

子手帳交付群で 71.4%、3 歳児群で 62.2%であった。父親が育児に関連したモヤモヤした気持ちは、

「妻のイライラの原因がわからない（30%）」、「父親が育児をするための金銭の保障が整っていない

（30-50%）」、「父親が育児をするための精度や環境が整っていない（40-50%）」と感じていた父親が

多かった。しかしモヤモヤを感じていない父親の割合が多い一方で、支援が必要だと考えているも

のの、記述データでは具体的な内容が自分でもわからないという回答も多かった。 
考察：父親への育児支援実施の必要性を感じながら、父親を対象とする支援の前例がなく、効果的

な事業の実施のためには、地域特性を生かした支援提供方法も求められる。多くの時間を職域で過

ごす父親と地域で関わることは困難であり、父親への育児支援が実施されにくい要因となってい

る。さらにニーズ調査では、父親の意気込みはあるが、育児・家事と仕事との両立が困難であるた

め、実行をあきらめる父親が少なくないことが推測される結果であった。父親の育児を単に奨励す

るだけでなく、父親が地域と育児を通して地域とかかわることができる、働き方と経済的支援の検

討が必要であろう。また、モヤモヤを感じない父親が多いことは、育児負担を抱える母親が少ない
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ことを考慮すると、夫婦間での認識に差がある可能性も考えられる。今後、ペアデータによる調査

や、子どもの年齢の変化によるアンメットニーズを想定した質問項目を含めて精錬した、縦断調査

等によるデータ収集が必要である。 
 
研究協力者 
阿川 勇太（大阪総合保育大学児童保育学部乳児

保育学科・講師） 
 
Ａ．研究目的 

1986 年に男女雇用機会均等法が施行されて以

来、女性の社会進出と、母親の育児負担軽減の目

的で、父親が母親の育児支援者として期待され、

そのための意識啓発が行われてきた 1)。しかし、

2000 年代にはいり、父親の産後うつが指摘され
2)、一方で共働き世帯が急増した近年では、母親

の負担は軽減されないまま、仕事・家事・育児を

すべて一人でこなさざるを得ない「ワンオペ育児」
3)が社会問題となり、さらに児童が虐待の報告事

例の増加と、主な虐待者が実父である割合が増加

を続けている。竹原ら 4)によれば、日本の父親の

産後うつはパートナーの影響を受けていること

が多く、父親は支援を提供する側でなく、支援さ

れる側であるとの指摘されている。育児休暇取得

が奨励され、総務省によるイクメン、イクボスを

キーワードにした意識改革、プラチナくるみん制

度 5)が徐々に浸透し、大企業を中心に育児休暇取

得率が増加しつつあるものの、いまだ全体の１割

に満たない。 
成育基本法において父親に対する支援の必要

性が言及されたことに加え、令和 3 年 2 月に閣議

決定された成育基本法の基本方針においても、

「父親の孤立」が解決すべき課題として明記され

た。令和 3 年度からは、自治体における父親への

カウンセリングやピアサポートに対して補助が

出されるなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ

目ない支援の中にも父親が位置づけられるよう

になってきている。しかし、父親への育児支援の

提供は母子保健事業のように明確な案内がなく、

担当部署も男女共同参画を根拠とする部署であ

ったり、NPO 法人が実施したりしているものな

ど多岐にわたる。そこで本調査では、母子保健担

当部署での実施状況を明らかにし、実施されてい

る事業の好事例を提示した。さらにこの調査から、

父親のニーズが不明であることが、自治体母子保

健内での実施を妨げていることがあきらかとな

ったため、父親に対するニーズ調査を実施し、こ

れら二つの調査から得られた結果を、自治体での

父親育児支援策定のための基礎的な資料するこ

とである。 
 
Ｂ．研究方法 
１．全国自治体の父親支援の現状と意識に関する

研究 
2020 年 12 月から 2021 年 2 月に全国 1741 の基

礎自治体を対象に、郵送法による自記式質問紙調

査を実施した。調査票の内容としては、コロナウ

イルス感染防止の影響がなかった 2019 年度に限

定し、父親支援事業内容や回答、属性に関する項

目などとした。父親支援事業としては、通常の母

子保健事業（母子健康手帳交付時、妊娠期両親学

級、乳幼児健診時）の中で実施している父親への

育児支援、主な対象者を父親として実施した事業

に分けて調査した。また、コロナ禍における支援

の実施状況についての質問も設けた。さらに、全

自治体に対して、父親支援の必要性について、父

親支援を実施していない自治体に対してその理

由と父親支援を実施するために必要なこと、母子

保健における父親の情報の必要性についても尋

ねた。各項目の記述統計を算出し、「父親支援を

実施した」「実施しなかった」、「父親支援を必要

と考える」「必要と考えない」、「人口 7 万未満」

「人口 7 万以上」の３項目でそれぞれ２群間比較

を実施し、平均の比較を行った。データ解析には

SPSSVer.23 を用いた。 
 
２．全国自治体における父親支援の好事例 

2020年12月から2021年2月に当研究班で全国 
1,741自治体の母子保健事業担当部署の課長クラ

スを対象に実施した「全国基礎自治体における父

親育児支援実施状況」で「主な対象を母親ではな
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く父親とした育児支援を実施した」と回答した 
54自治体を調査対象とした。そのうち、特に調査

時に使用するテンプレート・フォーマットの作成

と、一部の地域への調査を担当した。調査全体で

は、それぞれの自治体担当者に対し、調査員が事

例報告用に作成したパワーポイントのフォーマ

ットをメール送信し、必要事項を記入してもらっ

た。内容は、スライド 4 枚を用いて 1「事業名」

「実施時期」「スローガンや内容を簡潔に表す記

述」、2「地勢」「地域の概況」「事業の概要」、3「取

り組みの経緯」「2019 年の取り組みの概況」、4「工

夫点」「課題」「取り組みの評価」の項目について、

各項目を記入するひな型を作成し、各自治体担当

者に入力をお願いした。さらにヒアリングによっ

て情報を追加した。 
 
３．父親の育児支援ニーズに関する疫学調査 
 2022年5月～11月の間、2020年に実施した全国

基礎自治体1,741を対象とした調査において、追

加調査への協力に前向きな意向を示した247自治

体に協力依頼をおこない、承諾が得られた60自治

体に対し、計4時点（母子健康手帳交付時ならび

に乳幼児健康診査時[3～4か月児、1歳6か月児、3
歳児]）のうち、各自治体で対応可能な時点を選ん

で実施した。調査項目としては、妊娠や育児に関

する情報元、家事・育児に関する価値観、子育て

に関してモヤモヤすること、家事・育児の時間、

家事・育児行動の頻度、パートナーとの家事・育

児の分担割合、就労状況、帰宅時間、育児休業の

取得希望、育児休業に関わるハラスメント、育児

休業の取得の有無、背景因子（年齢、婚姻状況、

同居家族、子どもの性別、きょうだい、保育園や

幼稚園の利用状況）であり、先行研究で使用実績

のある質問項目については、文言等を先行研究と

合わせ、比較できるようにした。 
 
４．倫理的配慮 

これら三つの調査はすべて国立成育医療セン

ター倫理委員会の承認を得て実施した。全国基礎

自治体では、質問紙とともに調査の説明と、調査

への協力が任意であり調査に協力しないことに

よる不利益が一切生じないことを明記した。自治

体への調査において、住民への調査協力に承諾を

得た自治体にのみ、調査票のチラシ配布を依頼し

た。母子健康手帳配布及び各乳幼児健診において、

事前に移行調査を行い、各自治体が提示した負担

の少ない事業での実施を依頼した。調査のQRコ
ードには調査の説明と協力は任意であり、協力し

ないことによる不利益が生じないことを明記し、

承諾をした回答者のみ調査内容が提示される設

定とした。 
 
Ｃ．研究結果 
１．全国自治体の父親支援の現状と意識に関する

研究 
全国 1,741 自治体に質問票を郵送し 837 自治体

から返信があり、回収率は 48.1%であった。通常

の母子保健事業（母子健康手帳交付、妊娠期の産

前教室、乳幼児健診）の中で実施している父親へ

の育児支援では、父親への配布物（母親を介した

配布および父親自身への配布）が 643 件と最も

多く、リーフレットや父子手帳、パパブックなど

が含まれていた。全回答の 6.6% にあたる 54 自

治体において父親を主な対象者として育児支援

を実施していると回答があった。実施した事業内

容は「父親への情報提供」「父親向けの講演会・

イベント等」が多かった。実施のなかった自治体

が多かったが、その内の 70% は父親支援の必要

性を感じていた。父親を主な対象者として育児支

援を実施しない理由としては、「父親のニーズが

不明」が最も多かった。 
 

２．全国自治体における父親支援の好事例 
ヒアリング調査は 21 の自治体から回答を得た。

事業の目的は父親育児支援、母親育児支援、子育

て支援、共働き夫婦育児支援、男性健康・食育健

康支援、が挙げられ、実施時期は産前の男性を対

象とした事業 11、育児期は 10 であり、自治体ご

とに工夫された内容であり参加者の評価も良好

であった。 
 

３．父親の育児支援ニーズに関する疫学調査 
 母子健康手帳交付群 444 人、3-4 か月児群 239
人、1 歳 6 か月児群 354 人、3 歳児群 323 人、合
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計 1,360 人を分析対象とした。モヤモヤした経験

を問う項目において、「（選択肢のような）経験が

ない」が最も多かったが、それを除くと産前・産

後は「（両親学級などの内容が）母親を理解する

ような内容にかたよっていて、父親を理解する内

容が少ない（22.1%）」、夫婦関係は各群で「妻の

イライラの原因がわからない（29.8-40.6%）」、父

親像は「同じ境遇にいるパパ友がいない(20.7-
22.3%)」がそれぞれ最も多い回答となった。職場

については「金銭面における保障が少ない（35.2-
48.9%）」、「父親への育児支援が整っていない」

「父親が子育てしやすいような制度・環境が整っ

ていない（42.7-49.7%）」が最も多かった。 
 
Ｄ．考察 
１．全国自治体の父親支援の現状と意識に関する

研究 
母子健康手帳交付時と両親学級において、総人

口７万未満の自治体では、父親支援の実施、父親

参加のための配慮をしているという回答が有意

に少なかった。父親支援を始めるために必要なこ

とについて、総人口 7 万未満では有意差のあるす

べての項目で少なかった。これらの結果は小規模

自治体の多くが、出生数が少なく高齢化率が高い

ために父親支援の優先度が低いこと、また、地域

によっては父親の育児参加の意識が高くないこ

とが要因として考えられた。 
本調査において主な対象者を父親とした育児

支援を実施した基礎自治体は 53 自治体、全体の

6.5%のみであった。一方、父親支援を実施してい

なかった自治体の 7 割が父親支援の必要性を感

じていた。実施していない理由、また、新たに始

める事業として必要な項目に「ニーズ調査」が挙

げられていたが、実際に調査を実施した自治体は

11(1.4%)のみであった。基礎自治体に対して父親

のニーズを提示することで、父親支援実施が促進

される可能性があると考えられた。 
 

２．全国自治体における父親支援の好事例 
 地域における父親への育児支援の実施は、母子

保健事業を実施している担当課で実施されてい

るもの、子育て支援課で実施されているものなど、

自治体によって様々であった。しかし、母親と父

親の違いがあるものの支援の受け手は一人の乳

幼児の親であり、子育て世代の多忙な日常を考慮

すると、一元化によって両親が容易にその支援の

実施に遭遇できる情報発信や事業の設定が必要

であると考えられた。また、父親の産後うつ対策、

虐待予防を目的とする支援などでは、部署ごとに

実施している育児支援を他部署でも情報共有す

ることで、支援対象家庭の抽出と効率的かつ効果

的な継続支援を可能にすると考えられた。 
課題の記述から抽出された単語は「参加」であ

り、参加者の調整も事業策定の困難要因になって

いると考えられた。さらに、父親を主な対象者と

する事業の内容について、岡田ら 6)は、多くの市

町村で両親に向けた育児支援事業が実施されて

いるが、母親に関する内容に偏していることを指

摘している。今回のヒアリング調査から得られた

内容も同様の傾向にあった。目的を「父親への育

児支援」としていても、内容は「妊娠や育児への

理解」「子どもと関わる機会を得る」ことを「ね

らい」にしており、元気な父親が育児に関わるこ

とが主な目的となっているようであった。父親の

産後うつ対策や虐待予防を目的とする事業はな

く、父親の顕在的、潜在的ニーズを捉えた内容に

なっていない可能性があると考えられた。 
 
３．父親の育児支援ニーズに関する疫学調査 
 本調査を実施するに際し、父親自身が自身の支

援ニーズを明確には答えにくいと考え、育児に関

連した「モヤモヤ」として質問項目を設定した。

モヤモヤした経験を問う項目では、「（選択肢のよ

うな）経験がない」が最も多かったが、それを除

くと産前・産後は「（両親学級などの内容が）母

親を理解するような内容にかたよっていて、父親

を理解する内容が少ない（22.1%）」、夫婦関係は

各群で「妻のイライラの原因がわからない（29.8-
40.6%）」、父親像は「同じ境遇にいるパパ友がい

ない(20.7-22.3%)」がそれぞれ最も多い回答とな

った。産前教育における内容のアンコンシャスバ

イアス解消や夫婦間の理解の推進、父親のピアサ

ポートなどへの支援方策の検討が今後必要であ

ると考えられた。また、母子健康手帳交付群は約
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７割の父親が家事と育児は夫婦で分担すべきだ

と考えているにも関わらず、３歳児健診群では約

6 割であった。出産前は、家事・育児を行う意思

があっても仕事と育児・家事との両立が困難であ

ることから、徐々にその割合は減少してきている

と考えられ、ワーク・ライフ・バランスへの支援

の重要性が改めて示唆された。 
 
４．我が国の父親への育児支援と今後の課題 

1990 年代以降、少子高齢化が急激に進んだ日

本において、社会の変化とともに個人や家庭も大

きな変化を経験してきた。日本の母子保健事業は

乳幼児死亡率、妊産婦死亡率の大幅な低下に貢献

してきたが、2000 年代以降、少子化、育児不安と

乳幼児虐待という新たな課題に取り組んできた。

核家族化、高齢者の夫婦のみ世帯および単独世帯

の増加、子育て世帯の孤立が進んだ社会における、

地域の再統合ともいえる事業展開が全国自治体

で進行中である。 
一方で育児期の家庭における父親の役割や影

響に関わることは、全世界的な課題であると言え

る。新型コロナ感染の世界的流行を経験し、社会

構造による二次的被害が明らかになりつつあり、

各国の事情は異なるものの、妊娠・出産・育児に

かかる母体と子どものリスク、母親・父親として

家族の新しい人間関係を構築していくことの困

難が報告されている 7)8)。 
今回、本研究班の一部として、育児支援におい

て中心的役割を担う自治体母子保健課を中心と

した一連の調査を実施して明らかになったこと

は、子どもを取り巻く最も基本的な環境を、「親

子」として捉えることの重要性である。わが国に

おける父親が育児に関わることでもたらされる、

家族や本人への効果は、本研究班の加藤らの分担

課題（課題１）によって明らかにされた。母子保

健に携わる実務者が父親への支援の必要性を実

感していること、さらにニーズ調査によって、個

人差はあるものの父親本人が育児をしたいと願

っている、あるいは育児に関わろうとすると、十

分な支援が得られずその役割を果たすことをあ

きらめざるを得ない状況に置かれていることが

明らかになった。ICT の進歩によるライフスタイ

ルやワークスタイルが急激に変化し、男女を問わ

ずキャリア形成が求められる。生産年齢人口に育

児世代の男女が含まれている以上、男女雇用均等

の推進と労働市場、育児環境の整備は表裏一体の

関係にあるともいえる。そのために地域では、伝

統的性役割による規定に捉われない意識の醸成

とともに、父親を含めた母親以外の養育者も主体

として関わることができる母子保健サービスの

提供が必要であろう。母子の支援が実施されてい

る地域の育児に、父親を含めた丸ごとの「親子」

として地域で支援を受けることは、子どもの育ち

に関わる支援の根幹として、世界有数の母子保健

事業を立ち上げてきた次のステップとして、地域

母子保健が基本的な支援事業を実施することが

最も有効ではないかと考えられる。 
子どもが育つ環境は日本の次世代に関わるこ

とであり、労働力の根幹を担う人材および将来の

国益に大きく影響する問題である。育児は社会や

時代の影響を大きく受けるものの、子どもの育ち、

家族の人間関係が根本的に変化するわけではな

い。子どもにとって自分の存在が喜びとなる両親

（養育者）のもとで育つことが、人類共通に求め

られている育児支援の目的であろう。父親の役割

は、職域での経済活動だけでなく、家庭のある地

域で人材を育てるという側面もあることの重要

性を再認識する必要がある。そのために、子育て

が苦行にならない地域づくり、援助を受けながら

最終的に育児に関わることが幸せであり、楽しい

と感じられる育児環境づくり、苦労や不安を感じ

ることがあっても、子どもと子育てが何物にも替

えがたいと感じられる一方で、子どもを持たない

ことへの価値観も尊重される多様性が、より重要

になると考えられる 9)。 
 
Ｅ．結論 
 ３年間を通して全国自治体の父親支援の現状、

好事例調査、ニーズ調査と展開してきた。全国自

治体調査では 1,741 自治体に質問票を郵送し 837
自治体から返信があり（回収率 48.1%）、通常の

母子保健事業（母子健康手帳交付、妊娠期の産前

教室、乳幼児健診）の中で実施している父親への

育児支援では、父親への配布物（母親を介した配
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布および父親自身への配布）が 643 件と最も多

く、リーフレットや父子手帳、パパブックなどが

含まれていた。全回答の 6.5% にあたる 54 自
治体のみ父親を主な対象者として育児支援を実

施していると回答があり、結果として実施のなか

った自治体が多かったが、その内の 70% は父親

支援の必要性を感じていた。父親を主な対象者と

して育児支援を実施しない理由としては、「父親

のニーズが不明」が最も多かった。その後の好事

例調査においても、目的を「父親への育児支援」

としていても、内容は「妊娠や育児への理解」「子

どもと関わる機会を得る」ことを「ねらい」にし

ており、父親の顕在的、潜在的ニーズを捉えた内

容になっていない可能性があると考えられた。こ

れらを踏まえ父親のニーズ調査を行った。 
 父親のニーズ調査では、家事・育児に関する価

値観、子育てに関してモヤモヤすること、家事・

育児の時間、家事・育児行動の頻度、パートナー

との家事・育児の分担割合などを調査項目とした。

母子健康手帳交付群は約７割の父親が家事と育

児は夫婦で分担すべきだと考えているにも関わ

らず、3 歳児健診群では約 6 割であった。出産前

は、家事・育児を行う意思があっても仕事と育児・

家事との両立が困難であることから、徐々にその

割合は減少してきていると考えられ、ワーク・ラ

イフ・バランスへの支援の重要性が改めて示唆さ

れた。また、モヤモヤした経験を問う項目では、

「（選択肢のような）経験がない」が最も多かっ

たが、それを除くと産前・産後は「（両親学級な

どの内容が）母親を理解するような内容にかたよ

っていて、父親を理解する内容が少ない

（22.1%）」、夫婦関係は各群で「妻のイライラの

原因がわからない 29.8-40.6%）」（、父親像は「同

じ境遇にいるパパ友がいない(20.7-22.3%)」がそ

れぞれ最も多い回答となった。産前教育における

内容のアンコンシャスバイアス解消や夫婦間の

理解の推進、父親のピアサポートなどへの支援方

策の検討が今後必要であると考えられた。 
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